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I 経営戦略策定の趣旨 

１ 経営戦略策定の背景と目的 

本市の下水道事業は、経営の実態をより明らかにするため、平成 19年度から企業会計方式に変更しま

した。その結果、平成 19年度は 879,500千円、平成 20年度は 515,537千円の純損失を計上し、

下水道事業独自では建設改良等の補填財源が確保できない経営危機にあることが分かりました。その主な

原因として、以下の点が挙げられます。 

▶ 企業経営の原則によらず、国の景気回復対策に併せ、短期間に整備を進めた。 

▶ 効率面からの検討がされないまま、市内全域に下水道整備を進めた。 

▶ 下水道が供用開始となっても、未接続が多く、利用者が増えなかった。 

▶ 汚水処理原価に見合う適正な使用料改定を行ってこなかった。 

 そこで、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画として、平成 21

年度に伊那市下水道事業経営健全化計画を策定し、これまで不断の経営改善に取り組んできました。そし

て今回、令和２年３月に策定した第５改訂版を「経営戦略策定・改定ガイドライン」に基づいて改めて見

直し、新たな経営戦略（下水道事業経営健全化計画 第６改訂版）とするものです。 

２ 経営戦略の位置付け 

経営戦略・下水道事業経営健全化計画、同実施計画は、次のとおり位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

 本経営戦略の計画期間は、令和６年度（2024年度）から令和 15年度（2033年度）までの 10

年間とします。 

 
伊那市下水道事業 経営戦略（経営健全化計画 第６改訂版） 

Ｒ６年度～Ｒ１５年度 

伊那市下水道事業 経営戦略 実施計画 

Ｒ６年度～Ｒ８年度 

〇伊那市公共下水道全体計画 〇伊那市公共下水道事業計画 

〇伊那市下水道事業継続計画（BCP）  

〇伊那市下水道事業ストックマネジメント実施方針計画  

〇農業集落排水施設・最適整備構想 

評価・検証・見直し 策定・反映 

施策を反映 



- 2 - 

 

Ⅱ 事業の概要 

１ 事業区分 

本市の下水道事業会計は、次の５事業を運営しています。 

〇公共下水道事業【公共】 

〇特定環境保全公共下水道事業【特環】 

〇農業集落排水事業【農集】 

〇簡易排水事業【簡排】 

〇特定地域生活排水処理事業【特排】 

２ 施設 

  

供
用
開
始
年
度 

公共：Ｈ４年度 

特環：Ｈ８年度 

農集：Ｈ２年度 

簡排：Ｈ５年度 

特排：Ｈ９年度 

処
理
区
域
内
人
口
密
度 

公共：25.8人／ha 

特環：23.9人／ha 

農集：19.6人／ha 

簡排：48.0人／ha 

特排： 7.1人／ha 

地方公営企業法

適用区分 
全部適用 

流域下水道への

接続の有無 
無し 

処
理
区
数 

公共：２（伊那・高遠）  

特環：６（美篶・竜東北部・大萱・殿島・小出島・長藤） 

農集：12（西春近南部・美篶東部・小出北部・春富・福地・手良・勝間・上山田・ 

和泉原・溝口・市野瀬・非持）  

簡排：２（新田・宮原） 

処
理
場
数 

公共：２（伊那・高遠）  

特環：３（大萱・殿島・小出島） 

農集：12（西春近南部・美篶東部・小出北部・春富・福地・手良・勝間・上山田・ 

和泉原・溝口・市野瀬・非持）  

簡排：２（新田・宮原） 

広
域
化 

無し 
共
同
化 

長野県下水道公社による薬品の共同購入（Ｒ４年度） 

最
適
化 

整備区域の見直し（Ｈ21、22、Ｒ４年度）※P5,6 

処理場の統合（Ｈ25、Ｒ２年度）※P27 

団地汚水浄化施設の統合（Ｈ23、27年度）※P27 
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３ 使用料 

本市下水道事業では、３年を使用料算定期間とし、総括原価方式に基づいた料金設定をしています。

使用料体系は一般用の他、公衆浴場用を設定し、基本使用料と従量使用料の二部使用料制を採用し

ています。なお、特排についてはポンプ電気料が使用者負担となっていることから、１月につき 1,100円（税

込）を基本使用料から控除しています。また、一般用における従量使用料については 10区分からなる累

進制によります。消費税率の改定によるものを除いた直近の使用料の改定は、平成 29年４月に平均

６％の引き上げを行ったものであり、令和２年度、令和５年度の使用料の見直しでは、伊那市上下水道

事業運営審議会の答申を受け、据え置きとしています。 

 

使用料体系 算定期間：Ｒ５～Ｒ７年度                  （１か月分・税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 組織 

（１） 組織体制及び職員数 

 

基本使用料 

1,980円（特排：880円） 

従量使用料（1㎥あたり） 

0～20㎥ 33.0円 201～400㎥ 302.5円 

21～40㎥ 176.0円 401～800㎥ 313.5円 

41～60㎥ 220.0円 801～2,000㎥ 324.5円 

61～100㎥ 253.0円 2,001～4,000㎥ 324.5円 

101～200㎥ 286.0円 4,000㎥～ 286.0円 

公衆浴場 38.5円 
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（２） 組織の見直しや業務委託の取組み 

年 度 取  組  内  容 職 員 数 

Ｈ21年度 ・従来の上水道課、下水道課を現在の水道業務課、水道整備課へ再編 

・高遠長谷水道課を水道部へ移管（３課体制とする） 

23人 

Ｈ23年度 ・窓口等業務委託を開始 23人 

Ｒ４年度 ・高遠長谷水道課の廃止 

・水道整備課給排水係を水道業務課所管へ移管 

（一部業務は経営係へ移管） 

・面的整備の完了に伴い、水道業務課普及係を料金係に統合 

13人 

 

（３）民間活力の活用等 

※PPP…官民連携     

PFI…民間資金、経営能力活用 → 導入予定なし 

 

 

 

 

５ これまでの経営健全化への取組状況 

（１）管路・施設整備の見直し 

 管渠については、汚水の効率的な処理のため整備計画の見直しを行い、公共・特環の一部を集合処理

区域から個別処理区域へ変更するなどして布設予定の管渠延長の削減を行いました。処理施設について

は、平成 21・24年度に過大となっていた伊那浄水管理センターの処理池の見直しを行い、当初の 10池

から６池に事業計画の変更を行いました。また、令和５年度以降の農集美篶東部処理区統合等に伴って

令和５年３月に下水道事業計画の変更を行っています。概要は次のとおりです。 

 

民間活用の状況 

ア 民間委託 窓口等業務委託（Ｈ23年度） 

イ 指定管理者制度 なし 

ウ PPP・PFI※ 

公共・特環処理場及び管渠施設維持管理業

務、修繕委託への段階的なウォーターPPP導

入を検討 

（Ｒ６年度以降） 

資産活用の状況 

ア エネルギー利用 
伊那浄水管理センター太陽光発電設備設置

(Ｈ22年度） 

イ 土地・施設等利用 

伊那浄水管理センター事務室有償貸付け 

（Ｈ５年度） 

旧小出南部浄化センター事務所有償貸付け

（Ｒ３年度） 
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変更概要 廃止・拡大面積等 

農集美篶東部統合 拡大面積 約 45ha 

宅地化想定区域、区域外接続地区の追加 拡大面積 約 100ha 

接続困難箇所の一部削除 廃止面積 約 13ha 

統合・拡大に伴う幹線管渠の追加 美篶東部汚水幹線等 4,580ｍ 

事業期間を７年間（令和 11年３月 11日まで）に延伸 

その他、施設の統合状況及び計画は 27 ページのとおりです。 

 

（２）維持管理費の削減 

 平成 23年度に農集の汚泥処理方法を移動脱水車からバキューム車による濃縮汚泥の収集に変更し、

収集した汚泥を伊那中央衛生センターへ投入することで変更前と比べて年間約 500万円の維持管理費を

削減しました。小出島浄化センターにおいては、平成 28年度に移動脱水車から固定脱水機に変更し、年

間約 280万円の維持管理費の削減を行っています。令和４年度からは、下水道公社を介して薬品の共

同購入を行い、単価の上昇抑制を図っています。また、伊那浄水管理センター屋上に太陽光発電パネルを

設置し、使用電力の 1割程度を賄うことで電気代の低減を図っています。 

 

（３）人員の適正配置 

 面的整備の完了、水洗化率向上、窓口業務等の民間委託の開始により事業量が縮小してきた結果、

職員数は平成 21年度組織再編時 52人（うち下水道 23人）から、令和５年度時点で 31人（うち

下水道 12人）まで減少しました。今後水洗化人口が減少していく中で、市町村の枠を超えた広域的な汚

水処理や、令和６年度から段階的に始まるウォーターPPP（官民連携）の導入による効果についても検討

し、引き続き適正な組織体制及び人員配置となるよう見直していきます。 

 

 

 

（４）収入の確保 

ア 未収金の削減 

徴収対策プログラムに基づき対応強化を図っています。滞納整理マニュアルに基づき、財産調査や差押

えを行っているほか、受益者負担金については滞納整理月間を設け、部全体で対応に当たっています。本

市の下水道使用料及び受益者負担金の現在の徴収率は 99％を超えており、平成 29年度以降、県

下 19市中での首位を維持し続けています。 

14 12 12 13 11 11 11 11 10 8

8
8 7 6

6 5 5 4 4
4

0
0 0 0

0 0 0 1 1
1

0

5

10

15

20

25

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

職員数（下水道事業）の推移

損益勘定職員 資本勘定職員 非常勤職員

人
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イ 接続サポート補助金 

下水道普及促進のため、平成 26年度から接続サポート補助金を新設し、供用開始後１年以内に

水洗化や排水設備の工事を実施する場合、対象費用の一定割合を補助しています。令和２年度は期

間限定で要件を緩和し、補助制度の拡充を図りました。 

 

ウ 下水道排水設備改造資金融資あっ旋（令和２年度より新規受付中止） 

水洗化や排水設備の工事を実施するための資金について、一般的なローンと比較して低金利による融

資が受けられるようあっ旋を行いました。さらに、供用開始後３年以内の工事に対する融資については、利

子を市が負担（上限３％）することで実質無利子としています。 

 

エ 下水道使用料の改定 

平成 18年３月の市町村合併から５年が経過した平成 23年度に、経営健全化計画に基づき、使

用料体系を統一するとともに、＋14.5％の使用料改定を行いました。当初の計画策定時は、令和２年

度まで３年ごとに 15％の改定を行うこととしていましたが、平成 29年度の改定では、一般会計から毎年

１億円の追加の出資金（平成 27年度からの繰入分と合わせて年２億円）を繰り入れることとして値

上げを＋６％まで抑制しました。令和２年度及び令和５年度の使用料改定においては、補填財源を確

保するため、追加の出資金（令和２～４年度：年４億円、令和５年度：年 6.5億円）を繰り入れ

ることで据え置きとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 改定率 改定内容 

Ｈ23年度 平均 14.5％ 市町村合併協議に基づき、旧３市町村の下水道使用料を統一 

Ｈ26年度 平均△0.4％ 口径 20mm以下の基本水量を廃止し基本使用料を減額 

（１月当たり基本使用料 1,950円→1,800円） 

Ｈ29年度 平均 6.0％ 口径 25mm以上を含むすべての基本水量を廃止 

2,850 
3,100 3,100 3,100 3,100 

3,550 3,550 

3,700 3,700 3,700 

2,700 

3,250 

3,418 

3,418 3,300 

3,700 3,700 3,700 

3,429 

3,429 3,350 
3,700 3,700 3,700 

2,500

3,000

3,500

4,000

H9 H12 H15 H18 H20 H23 H26 H29 R2 R5

円

下水道使用料の推移（20㎥/月の場合 税抜）

旧伊那市・伊那地区 旧高遠町・高遠地区 旧長谷村・長谷地区(H9及びH12は不明)
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６ 経営指標による現状分析 

（１）分析結果のレーダーチャートによる比較 

本市では、複数ある事業を一つの会計として処理していることから、経営比較分析表の指標を元に下

水道事業会計を一本化して、類似団体平均との比較をより明確にするため、独自にレーダーチャートによ

る分析を行いました。類似団体の数値を 100 とし、それに対する本市の状況を示しています。各数値は

外側に広がるほど良好な数値を表しています。 

 

 

※各数値については、法適用団体における地方公営企業年鑑及び決算統計 24表を参照し、各セグメン

トを合算した令和３年度決算数値となります。「類団平均」については、下水道事業経営指標（総務

省）より、本市の属する類型区分を抽出しています。 
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（２）各指標別の推移と伊那市の状況 

ア 経営の健全性・効率性 

①経常収支比率（％）＝経常収益÷経常費用×100 

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄

えているかを表します。単年度収支が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必要です。 

 

 

 

②累積欠損金比率（％）＝当年度未処理欠損金÷（営業収益－受託工事収益）×100 

営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標です。累積欠損金が発生していないことを示す

0％であることが求められます。 

 

 

 

 

 

 

（伊那市の状況） 

全国・類似団体平均をと

もに上回り、100％以上

で推移しています。今後

は補填財源確保のため、

下水道使用料の適正な

改定及び汚水処理費の

削減が求められます。 

（伊那市の状況） 

Ｒ１年度に累積欠損金

が解消し、以後 0％を保

ち続けていますが、セグメ

ント別に見ると特環以外

は累積欠損金があるた

め、さらなる収支改善に

取り組みます。 
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④企業債残高対事業規模比率（％）＝（企業債残高合計－一般会計負担額）÷（営業収

益－受託工事収益－雨水処理負担金）×100 

使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。明確な数値

基準がないため、経年比較や類似団体との比較等により状況を把握・分析し、数値について対外的

に説明できることが求められます。 

  

 

 

③流動比率（％）＝流動資産÷流動負債×100 

短期的な債務に対する支払い能力を表す指標です。１年以内に支払うべき債務に対して支払うこと

ができる現金等がある状況を示す 100％以上であることが必要となります。100％以下の場合は１

年以内に現金化できる資産で負債を賄えていないことを表し、支払い能力を高めるための経営改善

を図ることになります。 

（伊那市の状況） 

経年比較すると徐々に数

値が減少してきています

が、全国平均・類団平均

と比較すると高い水準に

あり、企業債残高が経営

を圧迫していることが分か

ります。企業債償還が進

む中で残高規模は毎年

縮小していく見込みです。 

 

（伊那市の状況） 

60％前後で推移し、短

期債務に対して充分な

支払い能力があるとは言

えません。一般会計から

の出資金や繰入金等で

現金を賄っています。短

期債務に対する支払い

能力を高めることが必要

です。 
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⑤経費回収率（％）＝下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標です。100％以上であるこ

とが求められます。100％を下回る場合、汚水処理にかかる費用が使用料以外の収入により賄われ

ていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要です。 

 

 

 

⑥汚水処理原価（円）＝汚水処理費（公費負担分を除く）÷年間有収水量 

有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・維持管理費のコストを表した指

標です。明確な数値基準がないため、経年比較や類似団体との比較等により状況を把握・分析し、

数値について対外的に説明できることが求められます。 

 

 

 

 

 

 

（伊那市の状況） 

全国及び類似団体平均を

大きく上回っているため、さ

らなる汚水処理費用の削

減に努めます。Ｒ４年度

に公共の高資本費対策に

要する経費が繰出しの年

限を迎えるため、汚水処理

費が増加し、汚水処理原

価も増加する見込みです。 

 

（伊那市の状況） 

100％以上を保っており、

全国・類似団体平均を上

回っています。Ｒ4年度に

公共の高資本費対策に要

する経費が繰出しの年限

を迎えるため、経費回収率

は 100％を下回る見込み

です。 
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⑦施設利用率（％）＝晴天時一日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×100 

施設・設備が 1日に対応可能な能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、施設の利用状

況や適正規模を判断する指標です。明確な数値基準はありませんが、一般的には高い数値であるこ

とが望まれます。類似団体との比較で高い場合でも、将来の汚水処理人口等の減少を踏まえ、過大

なスペックとなっていないかといった分析が必要です。 

 

 

 

⑧水洗化率（％）＝現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口×100 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を表した指

標です。公共用水域の水質保全や使用料収入の増加等の観点から 100％となっていることが望まし

いと考えられます。 

 

 

 

 

 

（伊那市の状況） 

全国・類似団体平均を

下回っており、60％以下

の低い水準で推移してい

ます。処理場の統合や個

別処理への移行も検討し

ながら効率的な処理方

法を追求していきます。 

（伊那市の状況） 

接続サポート補助金の導

入や接続指導などにより、

順調に向上してきています

が、全国平均を下回って

います。引き続き水洗化

率の向上を目指します。 
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イ 老朽化の状況 

⑨有形固定資産減価償却率（％）＝有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償

却対象資産の帳簿原価×100 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽

化度合を示しています。明確な数値基準がないため、経年比較や類似団体との比較による分析が必

要です。一般的には数値が高いほど法定耐用年数に近い資産が多いことを示しており、将来の施設

の改築（更新・長寿命化）等の必要性を推測することができます。 

 

 

 

⑩管渠老朽化率（％）＝法定耐用年数を経過した管渠延長÷下水道布設延長×100 

法定耐用年数を超えた管渠の割合を示した指標で、管渠の老朽化度合を示しています。明確な数

値基準がないため、経年比較や類似団体との比較による分析が必要です。数値が低い場合でも将

来的には耐用年数に達することから、改築・更新時期を迎える管渠が増加することが考えられるため、

計画的な修繕・更新に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

（伊那市の状況） 

有形固定資産の減価償

却率は、年々増加してお

り、全体の 30％を超え、

類似団体平均を上回って

います。将来の更新に備

えて財源を確保する必要

があります。 

（伊那市の状況） 

法定耐用年数を超過し

た管渠はまだないため、0

となっていますが、Ｒ25

年頃から改築需要が出

始めるため、ストックマネジ

メント計画に基づき更新

を進める必要があります。 
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⑪管渠改善率（％）＝改善（更新・改良・修繕）管渠延長÷下水道布設延長×100 

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把握できます。

明確な数値基準はありませんが、数値が低い場合、耐震性や今後の更新投資の見通しを含め、対

外的に説明できることが求められます。 

 

※全国、類似団体平均は「地方公営企業年鑑」の個票を参照し、５事業を合算して作成しています。 

※令和４年度地方公営企業年鑑は令和６年度に公開予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（伊那市の状況） 

法定耐用年数を超過した

管渠はまだないため、0 と

なっていますが、ストックマ

ネジメント計画に基づき管

渠の調査を進め、更新の

必要性を判断していきま

す。 
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Ⅲ 将来の事業予測 

１ 汚水処理の状況と将来見通し 

（１）汚水量の推移 

水洗化人口の増加に伴い、これまで汚水量自体は増える傾向にありましたが、令和２年度をピークに今

後は伊那市総人口の減少に伴って、汚水量も減少に転じる見込みです。また、節水機器の普及等により１

人当たりの年間汚水量も減少していく見込みです。 

 

（２）汚泥処理費の推移 

汚水量の増加に伴い、処分する汚泥の量は令和２年度にピークを迎え、その後減少傾向にありますが、

処分委託料については上昇傾向にあります。伊那浄水管理センターをはじめ、公共と特環の処理場の維持

管理については、長野県下水道公社へ委託することによって委託料の削減を図ってきました。また、上伊那

８市町村による薬品の共同購入等により単価の抑制を行っています。今後は、汚泥の総量を減らすための

方法を検討していく必要があります。 

 

 現在、農集処理場においては、脱水し、濃縮した汚泥を伊那中央衛生センターで 100％肥料にしており、

高遠浄化センターと特環処理場においては、土壌改良剤等に再利用するなど、汚泥の減容化に成功してい

ます。ただし、最も大きな割合を占める伊那浄水管理センターについては、汚泥に対する不純物の含有率が

高く、処理能力の向上が急務となっています。 
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２ 施設の状況と将来見通し 

（１）老朽化の状況 

 本市の管路延長は 671㎞ありますが、下水道事業の歴史が浅いため、標準耐用年数の 50年を経過し

た管路はまだありません。ただし、短期間で集中的に整備を行ったことにより、平成４年から平成 19年にか

けて取得した管路が全体の約 80％を占めています。標準耐用年数どおりに改築を行う場合、令和 25年

頃から 40年頃にかけて年平均約 14億円もの改築需要を迎えることとなります。 

 

 改築総額（評価期間 100年間）                     （単位：億円） 

項目 管路施設 処理場施設 計 年当たり事業費 

標準耐用年数で改築 921.9 479.3 1,401.2 14 

また、本市には 17箇所の処理場（公共２、特環３、農集 12）と２箇所のポンプ場があり、その多くが

平成４年から平成 14年頃にかけて建設されています。標準耐用年数 50年で設定されているため、管路

と同時期に改築需要を迎えることとなります。施設内にあるポンプ等の機械装置については既に更新を行って

いるものもあります。 

 

（２）処理場の統合と機能強化 

下水道使用料が今後減少していく見込みの中で、将来にわたって生活排水の適正な処理を持続していく

ために、より一層の効率的な施設運営が求められています。これまでも処理場の再編を検討する中で、分散

していた施設の統合を進めてきましたが、今後も令和６年度に美篶東部、令和 10年度には福地の処理

場を統合し、施設の効率化を図る予定です。また、地形的要因などにより、統合が難しい農集 8施設につ

いては、令和２年度に「農業集落排水施設・最適整備構想」を策定しており、この構想に基づき、施設の

機能強化及び長寿命化の取組を進めていく予定です。 
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【統合・機能強化・長寿命化の実施状況】 

施設名称 実施内容 

美篶団地汚水浄化施設 【済】Ｈ23年度に公共伊那へ統合  

殿島団地汚水浄化施設 【済】Ｈ27年度に特環殿島へ統合  

農集小原 【済】Ｈ25年度に公共高遠へ統合 

小出南部浄化センター 【済】Ｒ２年度に特環小出島へ統合 

美篶東部浄化センター 【実施計画】Ｒ６年に公共伊那に統合予定 

福地浄化センター 【実施計画】Ｒ10年に特環殿島に統合予定 

上山田浄化センター 【済】Ｒ３～５年度機能強化工事 

溝口浄化センター 【実施計画】Ｒ7～９年度機能強化工事 

市野瀬浄化センター 【実施計画】Ｒ10年度～維持管理計画作成・調査 

 

 施設利用率の低い処理場については、集合処理を廃止して個別処理に移行することも汚泥処理費の削

減方法の一つと考えられます。特に、施設利用率が低く、当面統合予定の無い和泉原、市野瀬について

は、個別処理のほうが維持管理費は安価になる見込みですが、多額の初期投資（建設費用、更新費用、

既存処理場の解体費用など）が必要となるため、住民の負担を考慮しながら、慎重に検討を進めていく必

要があります。 

 

利用率の低い処理場の維持管理費の実績                             

【伊那】

（小出北部）

（非持）

（上山田）

（勝間）

［大萱］

【高遠】

［殿島］

［小出島］

（西春近南部）

（溝口）

（市野瀬）

（福地）

（美篶東部）

（和泉原）

（春富）

（手良）

92%
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処理場別水洗化率と利用率の分布（Ｒ４年度）

利用率

水洗化率

利用率が低い処理場

地区 戸数（件） 
Ｒ４維持管理費（年額：円） 

委託料 汚泥処理費 光熱水費 合計 

和泉原 30 1,650,000 83,600 478,493 2,212,093 

市野瀬 70 1,540,000 836,000 954,765 3,330,765 

溝口 205 1,771,000 1,738,880 1,858,273 5,368,153 

合計 305 4,961,000 2,658,480 3,291,531 10,911,011 

凡例：【公共】［特環］（農集） 



- 18 - 

 

浄化槽設置に切り替えた場合の費用試算 

 

 

 

 

 

 

 

※浄化槽一戸あたりの建設費用を 2,315千円（５人槽）として試算しています。 

※戸別合併処理浄化槽の場合、光熱水費は原則個人負担となります。 

 

また、既存施設から未処理の汚水をバキュームカーなどで別の処理場に運び、まとめて処理する方法も考

えられます。その場合、施設の維持管理費は削減できますが、それを上回る多額の運搬費用が発生します。

施設利用率が低い和泉原においても汚水の年間流入量は 4,000㎥を超えるため、運搬処理によるコスト

削減は難しい状況です。 

これらを踏まえ、将来を見据えた施設の更新や処理方式の検討を進めていく必要があります。 

 

（３）耐震化・耐水化工事の実施状況 

大規模災害の発生時、被害を最小限に抑えられるよう、主要な施設の耐震診断、耐震化及び耐水化

を計画的に進めています。伊那浄水管理センターの水処理施設については、ストックマネジメント計画に基づ

く改築の必要性調査を実施しており、必要に応じて耐震診断及び耐震工事を検討・実施する予定です。 

 

【耐震化・耐水化工事の実施状況】 

施設名称 耐震化 耐水化 

伊那浄水管理センター※1 【一部済】Ｈ30～Ｒ３年度 【実施計画】Ｒ８～９年度 

高遠浄化センター※２ 【一部済】Ｈ30～Ｒ２年度 浸水想定なし 

小出島浄化センター※３ 【一部済】 【実施計画】Ｒ７年度 

大萱浄化センター 耐震化要件あり  

殿島浄化センター 耐震化要件あり 【済】Ｒ４年度 

西町ポンプ場  【済】Ｒ５年度 

山寺ポンプ場  【実施計画】Ｒ６年度 

※１伊那浄水管理センターの耐震化は水処理施設のみ未実施です。 

※２高遠浄化センターの耐震化は水処理施設のみ未実施です。浸水想定なしとしていましたが、令和５年    

６月の大沢川氾濫により被害を受けたため、大沢川の改修計画の状況により内容検討を行います。 

※３小出島浄化センターの耐震化は水処理施設のみ未実施です。 

 

 

 

地区 戸数（件） 建設費用 

（総額：円） 

維持管理費 

（年額：円） 

和泉原 30 69,450,000 930,000 

市野瀬 70 162,050,000 2,170,000 

溝口 205 474,575,000 6,355,000 

合計 305 706,075,000 9,455,000 



- 19 - 

 

３ 財務状況と将来見通し 

（１）企業債の状況 

これまで本市は下水道整備事業を短期間で急速に進めたため、企業債償還額は急激に増加することと

なりました。令和４年度末時点で、約 269億円もの未償還残高を抱えており、令和６年度の企業債償還

元金は約 29億円、償還利子は約 2.4億円に及びます。 

 

 

 

単年度の企業債償還額は令和４年度をピークとして徐々に減少していく見込みですが、令和 10年度ま

では毎年 25億円を超える償還が必要となります。そのため資本的収支では、10億円を超える規模の収支

不足額が発生する見込みであり、資本費平準化債の借入に頼らざるを得ない状況です。あわせて収益的収

支においては、水洗化人口が減っていく中でも一定規模の純利益を計上し、資本的収支の不足額を補填

する財源を確保していく必要があります。 

 

 

※令和３年度決算において、過年度の純利益で欠損を解消した額を復活留保資金として計上したため、

補填財源が一時的に増加しています。 
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（２）使用料収入の見通し 

営業収益の約 99％を占める下水道使用料は、水洗化人口と連動して今後減少していく見込みです。

平成 19年度に企業会計化した際に計上した大幅な純損失（累積欠損）は、経営健全化計画に基づく

使用料の改定などにより、令和元年度をもって解消することができました。しかし、直近の令和４年度の経費

回収率は 95.8％となっており、汚水処理費を使用料収入では賄えていない状況といえます。安定的な経

営を維持するために、速やかに経費回収率を 100％まで引き上げることができるよう、適切な下水道使用料

に見直していく必要があります。 

 

※今回の見通しでは令和８年度に６％の使用料改定を見込んでいます。 

 

本市の下水道使用料は、一般家庭の平均的な水準の１か月 20㎥を使用した場合、4,070円（税

込）となっています。これは県下 19市の中では、２番目に高く、上伊那地域の中でも３番目に位置しま

す。下水道事業は単独の市町村で汚水処理を行う場合と複数の市町村にまたがって広域的に処理を行っ

ている場合があるため、単純に比較をすることはできませんが、本市の下水道使用料は、地形的な要因や多

数の処理場が分散していることなどから、長野県内では高い水準にあります。一般会計からの繰入れなどによ

り、できる限り値上げを抑制してきたところですが、独立採算、応益負担の原則を踏まえつつ、３年ごと見直

しを行い、世代間の負担の公平性のとれた、適正な使用料水準としていかなければなりません。 
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（３）補填財源と繰入金の見通し 

  営業外収益のうち、一般会計補助金については、企業債の償還が進むにつれて徐々に減少していく見込

みです。また、出資金については、使用料を据え置く中で、補填財源を確保するために、平成 27年度から

繰入れを開始し、段階的に増額してきましたが、令和５年度をもってその繰入れを廃止しました。その理由と

しては、公債費負担を適正な水準の料金収入等で賄える程度に平準化できるよう、資本費平準化債の発

行額が制度拡充されたことによります。これまで出資金として繰入を予定していた財源は、資本費平準化債

の追加発行で補填することとなりますが、基準外の繰入れに依存しない事業経営へ大きく舵を切ることとなり

ます。 

 

※繰出基準における“高資本費対策に要する経費”が 30年の年限を迎えるため、特環は令和８年度よ

り、特排は令和９年度より対象外となり、繰入額が減少する見込みです。 

４ 水洗化の状況と将来見通し 

（１）水洗化人口等の推移 

これまで整備区域の拡大により、下水道へ接続している人口（水洗化人口）は着実に増加してきまし

た。しかし、面的整備が概ね完了した今後については、水洗化人口は、伊那市総人口の減少に伴って令和

４年度以降は緩やかに減少していく見込みです。 

 

※人口推計は、伊那市人口ビジョンおよび国立社会保障・人口問題研究所による将来推計を勘案して算出 
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出資金 2.0 4.0 4.0 4.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0億円

一般会計からの繰入金の推移と予測

出資金の廃止

56,999 

4,674 

65,753 

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

水洗化人口の推移と予測

水洗化人口 浄化槽 伊那市総人口

人 

 



- 22 - 

 

（２）水洗化率（水洗化人口／処理区域内人口） 

水洗化率は、令和４年度末時点で 94.5％まで向上してきましたが、県下 19市の下水道事業平均と

比較すると未だ低い状況です。面的整備が概ね完了した今後は、伊那市総人口の減少に伴い、処理区域

内人口とあわせて水洗化人口も緩やかに減っていく見込みのため、安定した収入の確保に向けて接続指導

の運用等により公平性を確保し、できるだけ速やかに県内 19市平均を上回るようにしていかなければなりま

せん。 

 

 

※「伊那市」、「19市平均」は５事業の合算。「類団平均」は、公共・特環・農集にかかる各年度の伊那市

の属する類型区分による平均。 
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Ⅳ 経営の基本方針 

 

 

 

 

人口減少や節水機器の普及等により、今後 10年間で有収水量が令和４年度実績と比べて約 10％

程度落ち込むことが予想されています。さらに多額の企業債償還金を抱え、将来の資産更新のための財源

を確保するのに非常に厳しい状況に置かれています。そのため、汚水処理費の削減と適正な使用料改定を

行い、収益的収支での黒字を維持しつつ、企業債の償還に対応できるよう持続可能な事業経営を行ってい

くことを伊那市の下水道事業が目指すべき姿とします。 

 

 １ 経営目標 

取組の目標とする指標は、以下に示すとおりです。 

（１）経常収支比率 

 

 

 

 

 

 

（２）経費回収率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 
直近決算 実施計画策定期間 

計画最終 

又は 

目標達成 

R4 R6 R7 R8 R15 

数値 108.2 108.0 108.0 104.2 106.3 

年度 
直近決算 実施計画策定期間 

計画最終 

又は 

目標達成 

R4 R6 R7 R8 R15 

数値 95.8 95.9 93.7 99.0 105.0 

「未来を切り拓くサスティナブルな事業経営」 

 

純利益を確保するため、100％以上を維持するよう努めます。 

100％以上を目安に使用料改定を検討し、さらなる経費の削減に努めます。 
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（３）流動比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）水洗化率 

 

 

    

 

 

 

 

（５）企業債残高対事業規模比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 
直近決算 実施計画策定期間 

計画最終 

又は 

目標達成 

R4 R6 R7 R8 R15 

数値 59.9 51.3 52.1 47.7 61.7 

年度 
直近決算 実施計画策定期間 

計画最終 

又は 

目標達成 

R4 R6 R7 R8 R15 

数値 94.5 94.5 94.5 94.6 95.0 

年度 
直近決算 実施計画策定期間 

計画最終 

又は 

目標達成 

R4 R6 R7 R8 R15 

数値 1409.5 1272.5 1229.8 1141.5 322.3 

計画最終年度（令和 15年度）の 61.7％という目標達成に向けて、使用料収

入や一般会計からの繰入金などにより必要な現金を確保していきます。 

継続的な接続指導を行い、全国平均を目標にさらなる向上に努めます。 

返済額以上に新規の企業債の借り入れを行わないことで企業債現在高の縮

減を図り、必要な使用料収入を確保することで経営の安定に努めます。 
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２ 基本方針 

経営目標を実現するために、以下の５つの柱を基本として、事業経営に取り組みます。 

 

 

このうち今期においては、「（3）維持管理経費の削減」を重点項目とします。 

 

（１）事業費の圧縮 

ア 新規の整備投資に対する方針 

排出される汚水量の少ない企業立地などの場合、整備投資に対する採算を検証することとします。

採算が取れない場合は、独立採算制の公営企業として、整備投資は原則行わないこととします。 

 

イ 整備区域の見直しについて 

令和５年３月に公共下水道事業計画を変更し、現在住宅建設が増加している城南町西地区を

計画区域に取り込み、低宅地など公共下水道に接続困難な区域を除外し、浄化槽整備促進区域と

しました。また区域外に自費負担で設置され、市が寄付を受けた下水道施設を事業計画に組み入れ

ること等を踏まえた計画としています。今後についても企業立地や経営の状況を見ながら、整備区域の

見直しや優先整備区域を検討していきます。 

 

 

 

(1)事業費

の圧縮

(4)経営基盤の
強化

(5）施設の適正
な改築・更新

(3)維持管理

経費の削減

(2)収入の確保
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ウ 下水道整備終了後の建設改良費の規模 

経営健全化計画策定後、令和元年度までは建設改良費の上限を年９億円とし、事業費の圧縮に

努めてきました。面的整備が概ね完了した令和２年度からは、上限を年５億円に引き下げていますが、

今後も年５億円を超えないように事業費の平準化を図り、計画的に施設の改築や更新を進めていきま

す。ただし、国県等による補償費が見込まれる事業についてはこの金額に含めないこととします。 

 

（２）収入の確保 

ア 水洗化率の向上 

平成 21年度に下水道への接続促進を図るため水道業務課に普及係を新設し、臨戸訪問などによる

接続指導を開始しました。平成 24年度からは、下水道接続指導・命令制度(特別指導)の運用を開

始し、水洗化率の向上に取り組みました。令和３年度時点で 94.2％の水洗化率を達成し、一定程度

の役割を果たしたことから、令和４年度より普及係を料金係と統合しましたが、引き続き未接続建物等へ

の接続指導に取り組んでいきます。 

 

イ 下水道使用料の改定 

今後は企業債償還のため資本費平準化債の発行額をこれまでより増やす計画です。それは将来に渡

って利子負担が膨らむことを意味し、収益的収支はますます圧迫されることとなります。その他にも電力を

始めとした物価の高騰、人件費の増加、金利の上昇といった費用の上振れが収益に影響を及ぼしてきて

います。水洗化人口が減少していく中で、下水道使用料の引き上げは避けられない状況にあり、経営の

安定的な継続を念頭に下水道使用料の適正化を図る必要があります。現在の試算では、一定規模の

純利益を確保するには、令和８年度に６％程度の下水道使用料改定を行う必要があります。改定後は

経費の削減、収入の確保などの経営努力を行った上で、社会経済情勢を見ながら、汚水処理原価に見

合う適正な下水道使用料を３年ごとに検討していきます。 

 

ウ 未収金の削減 

収入すべきものとして確定した下水道使用料や受益者負担金は、必要な費用をもとに算定されている

ため、滞納があることで経営が圧迫されることになります。公平性の観点からも、滞納整理マニュアルに基づ

き、悪質な滞納者には厳格に対処し、さらなる未収金の削減に努めています。 

本市の下水道使用料及び受益者負担金の徴収率は、県内 19市で平成 29年度以降、毎年度首

位を継続しています。今後も気を緩めることなく未収金管理を徹底し、新たな未収金を増やさないよう努め

ます。 

 

 エ 企業立地に伴う下水道接続の促進 

   今後、東原工業団地等に工場の誘致が計画されています。多くの汚水排出量が見込まれる企業に対

して下水道使用料及び受益者負担金を確保し、収益の向上につなげるため、企業側への情報提供と積

極的な接続促進に努めます。 
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 （３）維持管理経費の削減 

ア  処理場の統合 

処理場（公共２、特環３、農集 12）が分散しているため、効率が悪く、処理場ごとの稼働率が低くな

っています。分散する処理場の統廃合を進め、効率化を図り、処理場に係る経費を削減します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示されている年度は、統廃合の予定ですが、今

後、方法等を含めて再検証し、より効果的・効率的

なものとしていきます。 

春富、西春近南部の統合は殿島の

２池目が必要です。処理池増設の

財源確保ができるか検討し、改め

て計画変更を協議します。 

R5 機能強化済 
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イ 処理場汚泥処理費の削減 

処理場汚泥処理費の削減に当たっては、伊那浄水管理センターの発生汚泥をいかに削減するかに依

存しています。今後、専門的な意見を聞きながら、汚泥の減容化の検討を行い経費削減に努めていきま

す。 

伊那浄水管理センターで令和３年度に更新した新しい脱水機では、それまで使用していた高価な脱

水機用薬品を使用することなく脱水が可能となったため、薬品費の削減に一定の効果が出ています。ま

た、長野県下水道公社に薬品の共同購入を依頼し、伊那市単独で入札するよりも多くの市町村で同種

の薬品を購入することにより薬品の単価を下げることが可能になっています。今後も薬品購入方法などのさ

らなる検討を進め、費用の削減を図ります。 

 

ウ 下水道施設の耐震化及び最適化の実施 

大規模地震の発生により下水道施設が被災した場合、公衆衛生問題や交通障害の発生により、住

民の健康や社会活動に重大な影響を及ぼします。下水道施設は、地震発生時に代替する手段が存在

しません。災害発生時、被害を最小限に抑えられるよう重要な施設の耐震化を進めています。 

農集は、平成 29年度から機能診断を実施し、令和２年度に農集排施設・最適整備構想（農業

集落排水事業におけるストックマネジメントの手法を用いた計画）を策定しました。最適な管理方法や統

合について検討し、優先順位をつけながら機能強化を実施していきます。 

 

エ 広域化・共同化への対応 

現在、上伊那地域では、公共下水道処理場の管理を長野県下水道公社に委託しています。今後

は、人口減少の中、市町村の枠を超えた連携を下水道公社の知識を活用し検討していきます。 

また、国が導入を推進する「管理・更新一体マネジメント方式」（ウォーターPPP）への移行及び包括 

的な維持管理業務について検討を進めます。令和６年度から公共・特環処理場の維持管理業務委託

に修繕委託を加え、今後も段階的に導入を進めていきます。 

 

（４）経営基盤の強化 

ア 補填財源必要額の確保 

公営企業会計は、通常資本的収支が赤字となり、その不足する財源を収益的収支の黒字で補填す

ることで経営を継続していきます。補填財源必要額を確保するためには、毎年の収益的収支において黒

字を計上する必要があります。 
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伊那市の下水道事業は、平成 25年度から収益的収支が黒字に転じ、令和元年度に累積欠損金が

解消しましたが、資本的収支においては、支出に対する収入が大きく不足しています。これは単年度の企業

債償還金が増大しているためであり、補填財源の確保が当面最大の問題です。 

令和３年度には一時的に補填財源が増加しましたが、今後の人口減少や節水機器の普及等により使

用料収入が減少するため、補填財源を確保することが難しくなっていきます。さらなる維持管理費の削減と使

用料収入の値上げを行わなければ事業を継続することが困難になります。 

補填財源は、減価償却費などの現金を伴わない費用と収益的収支の黒字（純利益）です。計画処理

人口等の事業規模からも毎年２億円以上の黒字を計上し、補填財源は、資本的収支の単年度不足額

以上を確保することを目指します。 
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イ 企業債残高の平準化 

（ア）資本費平準化債の拡充 

下水道整備は、その性格上、先行投資が多額となる事業であり、供用開始当初は有収水量も少なく、

汚水処理原価は著しく高くなる傾向があります。このような供用開始当初の高い汚水処理原価を全て利用

者から徴収する場合、利用者が負担できないような高い使用料を設定せざるを得なくなるとともに、本来は後

年度の利用者から徴収すべき費用も当初の利用者が負担することとなり、世代間の公平に反することとなり

ます。このため、資本費平準化債の活用により資本費の一部を後年度に繰り延べることとされています。令和

６年度から、借入可能額が拡充されたことを踏まえて、これまでの一般会計から出資金を受けていたものを

平準化債へ置き換え、負担の平準化を図っていく方針です。 

ただし、結果として公債費負担を将来へ繰り延べることになるため、資本的収支不足額の補填財源が確

保できる範囲で可能な限り発行額を抑制する必要があります。 
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（イ）単年度償還額の平準化 

企業債の償還は、平成 26年度から支払利子の圧縮のため、据置期間（元金の返済をせず利子の

支払いのみを行う期間）を設けずに償還を行ってきましたが、少しでも単年度の償還額を抑制するために

３年間以上の据置期間を設けて償還を行っていきます。また、建設改良企業債の償還は、耐用年数の

加重平均に応じた年数に、資本費平準化債は原則として 20年償還へ見直します。これにより支払利子

の総額は増えるものの、単年度の償還額については平準化を図ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）施設の適正な改築・更新 

標準耐用年数に基づいて施設の改築・更新を行う場合、１年あたり約 14億円の事業費が必要となる

ため現実的ではありません。そのため、平成 30年度にストックマネジメント計画を策定し、施設の健全度に

基づいて計画的に施設の維持管理を行うこととしました。 

管路施設及び処理場施設の長期的な改築事業のシナリオ設定の結果から、下水道施設全体の長期的

な改築事業のシナリオを設定しました。その結果、評価期間 100年において約 549億円、年平均で約

5.5億円のコスト縮減効果が期待できます。 
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今後は下水道施設の更新については、管路調査等で施設の健全度等を調査し、それに基づいてリスク評

価を行い、更新の優先度を定めたストックマネジメント計画に基づき設備の更新を行うことで事業費の平準

化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改築総額（評価期間100年間）

管路施設 処理場施設 計

921.9 479.3 1401.2

539.7 312.3 852

382.2 167 549.2

（単位：億円）

項目

標準耐用年数で改築

改築シナリオに基づく改築

コスト縮減額

年当たり事業費

14

8.52

5.5
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Ⅴ 投資財政計画 

１ 投資財政計画 

下水道事業会計の投資財政計画は別紙２のとおりです。なお、事業別の投資財政計画は別紙３となり

ますが、本戦略は、下水道事業全体を見通す総合的な視点から作成しています。 

 なお、各数値については令和４年度までの決算値をベースとし、令和５年度の決算見込み、令和６年度

の当初予算を参考に作成しています。令和７年度以降の見込みについては、さらに以下の特記事項を反映

しています。 

２ 投資について 

収支計画の投資(資本的支出)について 

○建設改良事業における施設整備費(建設改良費のうち事務費を除く)は、年間５億円以内を目安に

進めます。ただし、国県事業等において補償費などの財源が見込まれるものはこれに含みません。 

○主要な管路の新設及び関連工事は令和２年度でおおむね完了しましたが、住宅施策の需要に応じた 

下水道整備、153バイパス・環状北線下水道補償工事については令和６年度以降も継続して実施

します。 

・公共伊那処理区（令和５～11年度 10億 3,000万円） 

○処理場の統合に係る事業費(設計から後処理工事まで)は、次のとおり見込みます。 

   ・農集美篶東部（公共伊那へ統合  令和５～７年度 6,300万円） 

   ・農集福地  （特環殿島へ統合  令和８～11年度 １億 8,000万円）   

○施設の長寿命化計画やストックマネジメント計画に基づく主な投資は、次のとおり見込みます。 

   ・小出島・殿島浄化センター除塵機の更新等(令和５～６年度 ２億円） 

   ・高遠浄化センター電気設備工事（令和６年度 5,000万円） 

   ・伊那浄水管理センター発電機更新（令和７年度 4,000万円） 

   ・伊那浄水管理センター水処理設備更新工事（令和７～８年度 １億 7,500万円） 

○農業集落排水施設の最適整備構想に基づく主な投資(処理場統合以外)は、次のとおり見込みま 

す。 

   ・溝口浄化センター機能強化工事（令和８～９年度 １億 8,300万円） 

   ・市野瀬浄化センター機能強化工事（令和 10年度～ 9,400万円） 

○防災安全対策のための耐水化工事は、次のとおり見込みます。 

   ・下水道施設耐水化工事（令和６～９年度 9,000万円） 

○伊駒アルプスロード道路改良関連下水道事業に係る投資は次のとおり見込みます。 

   ・伊駒アルプス道路改良関連下水道補償工事、車屋大久保線道路改良下水道補償工事 

 （令和６～10年度 ２億 2,600万円） 

○公共ます設置工事等の単独事業、事務費（人件費含む）は、令和６年度予算計上額及び工事の 

実施状況を勘案しながら見込みます。 
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３ 投資以外の経費について 

収支計画の投資以外の経費(収益的支出)について 

○営業費用に係る職員給与費は、以下のとおり見込みます。 

  職員数：令和５年度の状況から７人（公共 4.5人 特環１人 農集１人 簡排 0.08人 特排 

0.42人）をベースとします。 

金額：退職給付費を除いた職員給与費は、令和２～４年度の平均単価 667万円に、職員数を乗

じて算出します。決算統計に基づき基本給、手当、法定福利費に分け、令和２～４年度の平

均割合により、基本給 56.6％、手当 25.6％、法定福利費 17.8％で計上しています。 

退職給付費：将来負担額×下水道事業負担割合から引当が必要と見込まれる額を計算し、令和５

年度と同程度の退職手当の支払いが発生した場合の引当不足分を計上します。将来負担額

は簡便法により、総務部局による令和５年度末見積額（積算９人 金額 8,660万円）を

使用します。下水道事業負担割合は、｢法適化(平成 19年度)からの経過年数／供用開始

(平成５年度)からの経過年数」によります。ただし、「供用開始からの経過年数」が 35年を超え

る場合は 35年とします。 

○経費積算の前提とする有収水量は、｢水洗化人口×水洗化人口１人当たり有収水量」によります。 

   ・水洗化人口は供用区域内人口と水洗化率の目標から算出しています。 

   ・水洗化人口１人当たり有収水量は、令和４年度実績を参考とし、毎年△0.3％の節水効果を反 

映させて算出しています。  

○動力費は、「年間有収水量×有収水量１㎥当たり動力費」により見込みます。 

   ・有収水量１㎥当たり動力費は、令和４年度からの電気料金高騰による影響を踏まえて、消費者物 

価指数の直近３か年平均（＋0.63％）を参考として上昇率を見込みます。 

○薬品費は、「年間有収水量×有収水量１㎥当たり薬品費」により見込みます。 

   ・有収水量１㎥当たり薬品費は、令和６年度予算額を参考に見込みます。 

○修繕費は、増加傾向を踏まえて令和５年度及び令和６年度予算額を参考に見込みます。 

○委託料は、「年間有収水量×有収水量１㎥当たり委託料」により見込みます。有収水量１㎥当たり

委託料は、令和４年度からの電気料金高騰による影響を踏まえて、消費者物価指数の直近３か年

平均（＋0.63％）を参考として上昇率を見込みます。 

○その他の経費は、令和４年度実績により見込みます。また資産減耗費については、予定される建設改

良費（更新・改良工事）から事務費を除いた額の５％程度を見込みます。 

○減価償却費は、既存投資分に計画期間における取得資産分を反映させて見込みます。計画期間に

おける取得資産は、管路・建物等（償却期間 50年）と電気機械等（償却期間 15年）の２つに

区分して後年度の減価償却費を見込みます。 

○計画期間における企業債の借入条件は下記のとおりとし、令和６年度以降の経費に反映させます。 

・建設改良企業債 政府資金借入利率 1.3％ 償還期間 22年のうち据置期間３年 

・資本費平準化債 民間資金借入利率 1.2％ 償還期間 20年のうち据置期間３年 

・特別措置分    民間資金借入利率 0.6％ 償還期間 10年のうち据置期間３年 

○特別損失は、漏水認定等による使用料の還付を想定し、令和５年度の決算見込みに基づきます。 
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４ 財源について 

収支計画の財源について 

【収益的収入】 

○下水道使用料収入は、節水効果による１人当たり年間使用料の減少として△0.3％を見込みます。

令和８年度に平均＋６％の使用料引き上げを見込みます。 

○一般会計補助金は、国発出の令和５年度の繰出基準通知に基づいて、財政部局とのルールにより決  

められたものを見込みます。なお、「高資本費対策に要する経費」については供用開始 30年未満の事

業が要件となるため、特環については令和８年度から、特排は令和９年度から対象外となります。 

   ・一般会計補助金（令和６年度～15年度 71億 5,617万円） 

○計画策定等事業に係る国庫補助金を、次のとおり見込みます。 

・溝口地区維持管理適正化計画作成業務委託補助金（令和６年度 240万円） 

○長期前受金戻入は、既存投資分財源に、計画期間における投資分財源を反映させて見込みます。 

○特別利益は、使用料の過年度遡及賦課分について年１万円を見込みます。 

 

【資本的収入】 

○企業債は、新規発行額を償還額以内とし、未償還残高の抑制に努めます。資本費平準化債は、未

利用利子分(従来分)及び減価償却と元金償還との差額分(拡大分)について発行を見込みます。拡

大分については、公共、特環、農集、特排について発行可能額の 100％を計上します。また、令和６

年度からの拡充措置を踏まえて、これまでの一般会計出資金に置き換える形で平準化債発行額を増

額します。特別措置分も発行可能額の 100％を計上します。 

・建設改良企業債（令和６～15年度 11億 390万円） 

・特別措置分   （令和６～15年度 4億 1,180万円） 

・資本費平準化債（令和６～15年度 45億 6,820万円） 

・資本費平準化債（令和６～15年度 59億 9,500万円） 拡充措置による追加分 

○一般会計出資金は、令和６年度以降については繰入れを見込みません。 

○一般会計補助金は、国の通知に基づいて財政部局とのルールにより決められたものを見込みます。 

・一般会計補助金（令和６～15年度 17億 5,827万円） 

○工事負担金は、受益者負担金及び農集加入金を見込みます。 

・受益者負担金（令和６～15年度 ２億 7,065万円） 

・農集集落排水加入金（令和６～15年度 7,927万円） 
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５ 今後検討予定の取組について  

（１）投資についての考え方 

広域化・共同化・最適化に関する事項 〇市町村の枠を超えた汚水の処理体制につい

て、近隣市町村の意向を踏まえながら検討を進

めます。 

〇農集最適整備構想の結果や汚水の流入量

の動向を見ながら、処理場の統合を検討します。 

投資の平準化に関する事項 〇ストックマネジメント計画に基づき、今後の長期

にわたる更新予測を踏まえた上で、計画的に更

新を行い投資規模の平準化を図ります。 

 

（２）投資以外の経費についての考え方 

民間活力の活用に関する事項 〇下水道施設の包括的な維持管理委託につい

て検討を進めます。 

〇国が導入を推進する「管理・更新一体マネジ

メント方式」（ウォーターPPP）への移行を検討

し、包括的な維持管理業務について検討を進め

ます。 

 

（３）財源についての考え方 

使用料の見直しに関する事項 〇「下水道使用料算定の基本的考え方」（日

本下水道協会）を参考に、３年ごとに使用料

の見直しを検討します。 

資産活用による収入増加の取組について 〇高利率な短期の定期預金などを活用し、有

利な資金運用を検討します。 
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Ⅵ 進行管理と計画の見直し 

１ 進行管理について 

本戦略の取組を確実に実施していくため、経営目標に沿った具体的施策、数値目標を設定した実施計

画を作成し、四半期ごとに分析や検証を行うとともに、PDCAサイクルによる進行管理を実施します。また、

進行管理の内容は、伊那市上下水道運営審議会へ報告し、ホームページや市報へ掲載するなど、経営に

関する情報を積極的に公開していきます。 

 

２ 計画の見直し（更新）について 

 今後は人口の減少や節水機器の普及などにより、使用料の改定を行わずに必要な施設更新を行っていく

ことは困難になります。平成 29年度の平均 6.0％の値上げ改定により、標準的な世帯での下水道使用料

の負担は、県内で高い方から２番目となり、市民の負担は決して低い状況ではありません。 

 今後は、水洗化率の更なる向上、より一層の経費削減に取り組みながら、３年ごとに使用料の改定につ

いて慎重に検討を行い、必要となる更新分を含めて財源を確保していかなければなりません。単年度黒字経

営は継続してきましたが、依然として巨額の企業債の償還に対して、現金不足が見込まれるため、一定規模

の純利益を確保し事業継続出来るよう長期的な経営見通しを立てながら、定期的に事業計画を見直して

いきます。 
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別紙１ 経営比較分析表（事業別） 
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別紙２ 投資財政計画（全体） 
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【投資・財政計画の全体総括】 

 

 

 

 

多額の企業債に対して将来的に現金不足が見込まれ、資本費平準化債借入の増額や、使用料の改

定等により補填財源となる純利益を確保しなければ、下水道事業の経営を継続させることができません。令

和４年度の経費回収率は 95.8％に留まっていることを踏まえ、更なる事業経営の効率化を前提として、令

和８年度には６％程度の下水道使用料の値上げが必要となる見込みです。 
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別紙３ 投資財政計画（事業別） 
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別紙４ 原価計算表 
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